
至刈谷

至碧南

県道碧南高浜環状線

県営吉浜住宅

行
通
方
一

社
幡
八

線
浜
吉
土
城
半
道
市

吉浜北部保育園吉浜北部保育園

●コンビニ

↑

協
農
●

吉浜小
●

線
浜
吉
土
城
半
道
市

吉浜公民館吉浜公民館

至刈谷

至碧南

行
通
方
一

線
浜
吉
土
城
半
道
市

吉浜保育園

●
コンビニ

タイヤ
販売店●

●
パチンコ

↑

駅
浜
高
河
三

市役所
駅
浜
高
河
三

至刈谷

至碧南

行
通
方
一

館
民
公
山
大

館
民
公
山
大

県道
岡崎半田線

●
市役所

大山緑地

↑

駅
浜
高
河
三

線
路
道
間
五
道
市

●

ス
ウ
ハ
コ
エ

●
ス
ー
パ
ー

至刈谷

至碧南

女性文化センター女性文化センター

県道
岡崎半田線 刈谷豊田総合病院

高浜分院

県道
岡崎半田線

●   
郵便局

高浜中
●

　　　●
刈谷豊田総合病院
高浜分院

高浜川

南
碧
至

横浜橋

園
公
崎
洲

　ガソリン
●スタンド

薬局
● 高浜南部

保育園
高浜南部
保育園

駅
港
浜
高

至刈谷

至碧南

　●
高浜高等
技術専門校

●ガソリンスタンド

県道西尾知多線

南部第２
ふれあいプラザ
南部第２
ふれあいプラザ

線
路
道
間
五
道
市

南中●

稗
田
川

論
地
町
集
会
所

論
地
町
集
会
所

駅
港
浜
高

線
路
道
間
五
道
市

至刈谷

至碧南

消防署●
高浜小学校高浜小学校

至刈谷

至碧南

県道
岡崎半田線

行
通
方
一

市役所市役所

大山緑地

↑

↑

駅
浜
高
河
三

駅
浜
高
河
三

稗田川

●郵便局

院
病
合
総
田
豊
谷
刈

院
分
浜
高
●

院
病
合
総
田
豊
谷
刈

院
分
浜
高
●

五反田
●グランド

●農協卍

県道
岡崎半田線

高取公民館
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清水町一～八丁目、
神明町五～七丁目、
豊田町三丁目、本郷
町一～六丁目、向山
町一～六丁目

高 取 公 民 館

 第６投票区

あなたの投票所はこちらです

青木町二～五丁目、
春日町五・六丁目、沢
渡町五丁目、稗田町
一・二丁目

高 浜 市 役 所

第７投票区

青木町一丁目・六～九
丁目、稗田町四～六
丁目

高 浜 小 学 校

第８投票区

二池町三・四丁目、論
地町一～五丁目

論地町集会所

第９投票区

碧海町一～五丁目、
二池町一・二・五・六丁
目

南部第２ふれあいプラザ

第10投票区

田戸町一～七丁目

高浜南部保育園

第11投票区

小池町一～三丁目・六
丁目、新田町一～四丁
目、八幡町一～六丁目

吉浜北部保育園

第１投票区

呉竹町四・五丁目、小池町
四・五丁目、神明町一～四
丁目・八丁目、豊田町一・
二丁目、屋敷町四～六丁
目、湯山町二・三丁目

吉 浜 公 民 館

第２投票区

呉竹町一～三丁目・
六・七丁目、新田町五
丁目、屋敷町一～三
丁目・七丁目、芳川町
一・二丁目

吉 浜 保 育 園

 第３投票区

春日町一～四丁目・七
丁目、沢渡町一～三
丁目、湯山町一丁目、
芳川町三・四丁目

大 山 公 民 館

 第４投票区

沢渡町四丁目、稗田
町三丁目、湯山町四
～八丁目

女性文化センター

 第５投票区

投票日当日は、投票所入場券に記載されている
投票所以外では投票できません。投票の際は、入
場券で投票所を確認してください。
駐車場の少ない投票所もありますので、できる
だけ徒歩か自転車などの利用にご協力ください。

2月3日　愛知県知事選挙

広報たかはま　H31.1.15 5

昨
年
度
よ
り
、
町
ご
と
の
区
分
を
廃
止

し
ま
し
た
の
で
、
都
合
の
つ
く
日
程
の
会

場
へ
来
場
し
て
く
だ
さ
い
。

申
告
受
付
日
程
は
、
下
記
の
と
お
り
で

す
。

※

会
場
の
混
雑
状
況
に
よ
り
、
受
付
を
早

め
に
終
了
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

※

会
場
で
は
、
コ
ピ
ー
を
す
る
こ
と
が
で

き
ま
せ
ん
。

確
定
申
告
と
は

毎
年
１
月
１
日
〜
12
月
31
日
の
１

年
間
の
所
得
と
、
そ
れ
に
対
す
る
税

金
を
正
し
く
計
算
し
、
申
告
期
限
ま

で
に
申
告
し
て
納
税
す
る
手
続
き
の

こ
と
で
す
。
確
定
申
告
に
は
、
税
金

を
納
め
る
場
合
と
、
戻
し
て
も
ら
う

場
合
（
還
付
）
が
あ
り
ま
す
。

自
身
で
所
得
と
税
額
を
正
し
く
計

算
し
て
、
早
め
に
申
告
を
し
て
く
だ

さ
い
。

・
申
告
所
得
税
お
よ
び
復
興
特
別
所
得
税

３
月
15
日
㈮

・
贈
与
税

３
月
15
日
㈮

・
消
費
税
お
よ
び
地
方
消
費
税

４
月
１
日
㈪

・
平
成
30
年
分
申
告
所
得
税
お
よ
び
復
興

特
別
所
得
税

４
月
22
日
㈪

・
平
成
30
年
分
消
費
税
お
よ
び
地
方
消
費

税４
月
24
日
㈬

平
成
31
年
１
月
１
日
現
在
で
高
浜
市
に

住
所
が
あ
り
、
平
成
30
年
中
（
１
月
１
日

〜
12
月
31
日
）
に
所
得
の
あ
っ
た
方
は
、

申
告
を
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
た
だ
し
、

勤
務
先
か
ら
給
与
支
払
報
告
書
の
提
出
の

あ
る
給
与
所
得
の
み
の
方
は
、
申
告
を
す

る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。
給
与
所
得
者
で

も
給
与
所
得
以
外
に
所
得
（
配
当
・
不
動

産
・
雑
・
一
時
・
営
業
・
農
業
な
ど
の
所

得
）
の
あ
る
方
や
年
金
な
ど
の
支
給
を
受

け
て
い
る
方
は
、
申
告
を
す
る
必
要
が
あ

り
ま
す
。
雑
損
・
医
療
費
控
除
を
受
け
る

方
は
、
申
告
を
す
る
と
き
に
雑
損
の
内

訳
・
医
療
費
の
領
収
書
な
ど
、
必
要
書

類
を
か
な
ら
ず
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

申
告
期
間
中
は
、
た
い
へ
ん
混
雑
し
ま

す
の
で
、
わ
か
る
と
こ
ろ
は
記
入
し
て
来

場
し
て
く
だ
さ
い
。

担
当
職
員
が
各
施
設
へ
出
向
き
不
在
に

な
る
た
め
、
出
張
受
付
期
間
中
は
、
市
役

所
税
務
グ
ル
ー
プ
で
申
告
の
受
付
は
で
き

ま
せ
ん
の
で
了
承
し
て
く
だ
さ
い
。

問合せ先
【刈谷税務署】
☎21－6211

・所得税および復興特別
所得税など確定申告に
関すること

※電話は自動音声により案内
しますので、問い合わせ内
容に応じた番号を選択して
ください。

【□市税務グループ
市民税担当】

☎52－1111
（内線246・247）

・市民税・県民税申告に
関すること

確
定
申
告

個
人
市
民
税
・
県
民
税
申
告

申告は

3月15日㈮
までに

受付時間
午前９時～午前１１時３０分、午後１時～３時３０分

平成30年分所得税確定申告
平成31年度市民税・県民税申告受付日程表

◆
確
定
申
告
、
個
人
市
民
税
・
県

民
税
の
申
告
会
場
の
お
知
ら
せ

◆
個
人
市
民
税
・
県
民
税
の
申
告

を
す
る
必
要
の
あ
る
方

◆
申
告
期
限

◆
振
替
納
付
日

火

曜日

水

日付

2月 5日

2月 6日

木

金

水

会　　　　　場

高浜市役所 会議棟
（土・日曜日を除く）

南部第２ふれあいプラザ
２階大会議室

高取公民館　１階会議室

吉浜公民館　１階会議室

2月14日

2月 8日

2月13日

2月18日

～

3月15日

月

～

金


